
・
平
成
14
年
度
社
協
主
な
事
業
と
予
算
…
…
…
…
…
22
〜
23

・「
地
域
福
祉
権
利
擁
護
安
心
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
」
…
…
24

・
ベ
ス
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
25

・
要
約
筆
記
奉
仕
員
養
成
講
座
受
講
生
募
集
…
…
…
…
…
26

・
介
護
サ
ロ
ン
�
ほ
っ
と
ホ
ッ
ト
�
他
…
…
…
…
…
…
…
27

・
こ
ど
も
福
祉
教
室
募
集
・
子
育
て
サ
ロ
ン
事
業
他
…
28
〜
29

市
民
総
参
加
に
よ
る

�
ひ
ろ
げ
よ
う
夢

育
て
よ
う

福
祉
の
こ
こ
ろ
�

主な内容
CONTENTS

発行・編集
岡谷市社会福祉協議会

〒394－0029
岡谷市幸町８番１号
� 0266－22－8194

0266－24－2121
メールアドレス
VC20204@wm.shakyo.
wamnet.wam.go.jp

FAX

No. 41

22

●市委託事業の受託実施

◆ホームヘルプサービス事業

�心身障害者児家庭

�介護予防生活支援サービス（介護保険自

立認定者対象）

�重症化予防生活支援サービス（介護保険

要支援以上対象）

�産後ママサポート事業（新規事業）

◆デイサービス事業

�介護予防生活支援サービス（介護保険自

立認定者対象）

�重症化予防生活支援サービス（介護保険

要支援以上対象）

◆生きがいづくりデイサービス事業

◆母子通園訓練施設「まゆみ園」管理運営

◆岡谷市社会福祉センター管理運営

◆家庭介護者交流事業（いきいき介護者サ

ロン事業）（新規事業）

◆障害者社会参加促進事業

障害者の自立と社会参加の促進を図りま

す。

�手話奉仕員養成事業

�手話通訳事業

�要約筆記奉仕員養成講座（新規事業）

�声の広報発行事業

�重度身体障害者移動支援事業

�生活訓練事業

�スポーツ教室開催事業

�スポーツ大会開催等

�福祉機器リサイクル事業

�障害児学童クラブ事業（新規事業）

●介護保険関連指定事業の実施

◆居宅介護支援事業所（ケアプラン作成）

◆訪問介護事業所（ホームヘルプサービス）

◆通所介護事業所（デイサービス）

●社会福祉推進事業

◆各区が実施する敬老事業に対する助成

◆市内遊び場の新設、遊具等の整備事業

◆母子世帯、結婚相談等に対する援助活動

と助成

◆岡谷市障害者福祉推進実行委員会による

障害者福祉の基盤づくり

◆老人文化・社会活動への助成

◆各種福祉・ボランティア団体に対し活動

助成

●その他社会福祉推進事業

◆希望の旅事業

◆戦没者等家庭への見舞いおよび歳末激励

事業

◆罹
り

災
さい

者
しゃ

に対する見舞い、交通災害遺児へ

の激励

●各種行事大会費

◆岡谷市社会福祉大会費

◆長野県社会福祉大会参加費

●社協運営費

市社協、地区社協活動推進に必要な管理

費（人件費含む）および会議、広報、啓発、

連絡調整

市民総参加による福祉コミュニティづくりを進めるとともに、

介護保険に対応できる在宅福祉サービスの充実を図り、誰もが

安心して暮らすことのできる地域福祉を推進します。
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●福祉コミュニティ活動推進事業

◆地域サポートセンター設置促進体制整備事業

�岡谷市地域福祉活動人材養成研修会の開催

�人材養成講座修了者フォローアップ事業（新規事業）

�社協だより「ゆめ」の発行

�ホームページ開設

�福祉ビデオ、フィルムの貸出し

�各種情報､資料の収集提供

◆生きがいづくり推進事業

生きがいデイサービス事業を通じて、高齢者の引き

こもり防止、ひとり暮らし高齢者等の孤独感や疎外感

を解消する等、生きがいを持って地域で暮らせる支援

事業を推進します。

◆福祉学習推進事業

◆ふれあい、助けあい、支えあいの福祉のまちづくり

事業

�ふれあいの仲間づくり事業（会食会、配食会、ミニ

デイケア、配湯サービス等）

�青少年ふれあい育成、高齢者と児童の交流事業

�ふれあいいきいきサロン事業

�支え合い､助け合い活動

�車いす移送車の貸し出しサービス事業

�介護機器の貸与事業（介護保険適用外）

�福祉にかかわる社会問題への対応推進

◆小地域福祉ネットワークづくり推進事業

�ひとり暮らし高齢者等安心コール事業

�地区社協福祉ニーズ把握ネットワーク事業（市内全

町内に福祉推進員を設置）

�要援護高齢者安否確認ネットワーク事業

�地区地域福祉推進会議・福祉懇談会・在宅福祉推進

ネットワーク研修会

�友愛訪問・地区社協だよりの発行

●岡谷市ボランティアセンター事業

◆啓発活動の推進

◆養成研修活動推進事業

�中・高校生ボランティア体験学習会

�市民車いす、高齢者疑似体験学習会

�点字講習会

�朗読ボランティア養成講座（６回シリーズ）（新規

事業）

�手話奉仕員修了者フォローアップ講座（10回シリー

ズ）（新規事業）

�ボランティアグループ等に対する地域福祉活動振興

補助事業の実施（新規事業）

�こども福祉教室

�企業ボランティア活動振興事業

◆有償在宅福祉サービス事業

�家事援助サービス

�送迎サービス

�保育サービス

◆子育てサロン事業（ひよこの広場）実施（新規事業）

◆ボランティア登録、斡旋
あっせん

、相談事業

◆基盤強化事業

●支援相談事業

◆各種相談窓口の開設

◆ハートリーフ事業

◆低所得世帯、障害者世帯への貸付事業

◆地域福祉権利擁護安心ネットワーク事業

◆金銭管理、財産保全サービス事業

◆苦情解決への対応

■平成14年度岡谷市社会福祉協議会

主な事業と予算主な事業と予算
総予算額　304,993千円
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「地域福祉権利擁護安心ネットワーク事業」
「金銭管理・財産保全サービス事業」は

高齢者や障害者の方々が住み慣れた地域で安心して自立した生活がおくれるように、福祉
サービスの利用などにかかわる相談や援助をし、その方の生活を支援する事業です。
安心してご相談ご利用ください。

痴
ち

呆
ほう

性
せい

高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な方で、福祉サービスの利用や利用料の支払い

など、自己判断で適切に行うことが困難であると認められる方。

①福祉サービスの利用援助

・福祉サービスを利用、または利用を止めるために必要な手続き

・福祉サービスの利用料を支払う手続き

・福祉サービスについて苦情解決制度を利用するとき

②日常的金銭管理サービス

③書類などの預かりサービス

＊ただし②③のサービスは①の福祉サービスの利用援助に付随したサービスになりますので、金銭管理・書類な

どの預かりサービスだけの利用はできません。

利用料 １時間あたり　1,000円　　交通費 １kmあたり　20円

（書類などの預かり料金は実費相当分が必要となることもあります）

利用料 １時間あたり　1,000円　　交通費 １kmあたり　20円

利用対象者

援 助 内 容

相談・問合せ　　岡谷市社会福祉協議会　��８１９４　 �２１２１

こ
の
ご
ろ

物
忘
れ
が
激
し
く
て
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
料
の
支
払
い
を

忘
れ
ち
ゃ
う
の
よ
ね
。

地域福祉権利擁護安心ネットワーク事業

身体状況などにより自ら金銭管理・財産管理ができない高齢者や障害者の方

・概
おおむ

ね65歳以上のひとり暮らし高齢者・高齢者のみで構成される世帯の方

・身体障害者で外出困難な方・難病などにより外出困難な方

①日常的金銭管理サービス

・年金・手当の受領確認

・日常的な生活費に要する預貯金の払い戻し、預け入れ

・公共料金の支払いなど

②財産保全サービス（預貯金などの預かりサービス）

利用対象者

援 助 内 容

金銭管理･財産保全サービス事業（にこにこ我が家の安心サービス）

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
た
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

○
○
さ
ん

銀
行
へ
行
っ
て

振
込
み
を
し
て

き
ま
し
た
。

年
金
の
確
認
も

し
て
き
ま
し
た
よ
。



春
に
な
り
ま
し
た
。
犬
た
ち
に
と
っ
て
は
予
防
注

射
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
。
３
月
に
入
る
と
す
ぐ
に
、
普

段
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
獣
医
さ
ん
の
も
と

を
、
ゼ
ー
ダ
ー
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
兼
ね
て
、
７
種

混
合
の
予
防
注
射
の
た
め
訪
れ
ま
し
た
。

体
重
を
測
る
と
、
1.5
キ
ロ
増
え
て
い
ま
し
た
。
ゼ

ー
ダ
ー
は
、
普
段
29
キ
ロ
か
ら
30
キ
ロ
の
体
重
を
維

持
す
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
日
は
31

キ
ロ
あ
り
ま
し
た
。

い
つ
も
と
違
う
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
し
た
。

少
し
の
び
て
い
た
爪
を
切
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
し
た

ら
、
キ
ャ
ン
キ
ャ
ン
鳴
い
た
り
、
診
察
台
か
ら
と
び

降
り
よ
う
と
し
ま
し
た
。
暴
れ
な
い
よ
う
に
お
さ
え

て
い
る
手
の
下
で
、
ゼ
ー
ダ
ー
の
心
臓
の
早
い
鼓
動

が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
少
し
ふ
る
え
て
い
ま
し
た
。

私
は
、「
こ
の
ご
ろ
、
み
ん
な
が
ち
や
ほ
や
す
る

か
ら
、
ゼ
ー
ダ
ー
は
少
し
わ
が
ま
ま
に
な
っ
て
き

た
。」
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
生

は
別
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

７
種
混
合
の
予
防
注
射
も
終
え
て
の
帰
り
際
に
、

リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
効
果
の
あ
る
ハ
ー
ブ
の
抽
出
液

を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
盲
導
犬
や
警
察
犬
な
ど
の
使

役
犬
の
緊
張
を
と
る
た
め
の
も
の
だ
そ
う
で
す
。
私

が
、
わ
が
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
思
っ
た
の
は
間
違

い
で
、
ゼ
ー
ダ
ー
は
ど
う
や
ら
お
び
え
て
い
た
よ
う

で
す
。

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
数
か
月
間
は
ゼ
ー
ダ

ー
の
こ
と
を
あ
ま
り
か
ま
っ
て
や
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
私
は
、
あ
ん
ま
・
灸
き
ゅ
う
・
ハ
リ
の
国
家
試
験
勉
強

の
こ
と
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
ま
し
た
し
、

ま
た
、
正
月
過
ぎ
に
足
の
指
を
怪け

我が

し
て
、
普
段
ど

お
り
、
歩
け
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
タ
ク
シ
ー
を

よ
く
利
用
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
ゼ
ー
ダ
ー
は
当

然
運
動
不
足
に
な
り
、
体
重
も
そ
の
た
め
に
増
え
た

と
思
い
ま
す
。

私
に
、
よ
く
「
ス
テ
イ
（
待
機
）」
と
言
わ
れ
て
、

辛
抱
強
く
机
の
傍わ
き

で
「
ス
テ
イ
」
し
て
い
ま
し
た
。

仕
事
と
は
い
え
、
ゼ
ー
ダ
ー
に
と
っ
て
は
、
私
と
一

緒
に
外
出
す
る
こ
と
は
楽
し
み
な
こ
と
で
す
。
そ
の

楽
し
み
も
、
こ
の
数
か
月
間
は
半
分
く
ら
い
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
退
屈
で
少
し
寂
し
か
っ
た
こ
と
と
思

い
ま
す
。

今
年
は
、
春
が
駆
け
足
で
き
ま
し
た
。
ゼ
ー
ダ
ー

も
３
月
の
７
種
混
合
の
予
防
注
射
の
あ
と
、
４
月
に

は
狂
犬
病
の
予
防
注
射
も
、
フ
イ
ラ
リ
ア
の
検
査
も

す
ま
せ
ま
し
た
。
い
つ
も
行
く
近
所
の
広
場
に
桜
の

樹き

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
、
私
の
お
気
に
入
り
の
場

所
で
す
。
黙
っ
て
い
て
も
ゼ
ー
ダ
ー
は
、
必
ず
散
歩

の
途
中
に
そ
の
桜
の
樹
の
下
へ
案
内
し
て
く
れ
ま

す
。
桜
の
樹
の
下
の
階
段
に
座
る
と
、
ゼ
ー
ダ
ー
は

私
の
横
で
気
持
ち
良
さ
そ
う
に
寝
そ
べ
り
ま
す
。
暖

か
な
風
が
満
開
の
桜
の
に
お
い
を
ゆ
っ
く
り
と
私
た

ち
に
送
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
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盲導犬ユーザー（使用者）の義務

毎年１回、春になるとゼーダーの所属している盲導

犬協会へ次の書類を提出しなくてはなりません。

１つは、予防注射と「フィラリア」の検査、検便に

関する獣医さんの証明書です。

もう１つは、歩行や生活に関する状況調査書です。

このようにパートナーの健康管理と盲導犬として訓

練した内容の継続が、ユーザーとしての義務となりま

す。

;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
;;
; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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中途失聴･難聴者の生活および関連する福祉制度について理解と認識を深めるととも

に、要約筆記を行うために必要な知識および技術を習得することを目標とします。

１　定　員 30人

２　場　所 岡谷市役所　301Ａ・Ｂ会議室

３　受講対象者 要約筆記の学習経験がない方

聴覚障害者の福祉に熱意を持ってかかわってくださる方

４　申し込み方法 市社協に申し込みください。（電話による申し込み可）

５　受講料 5,000円（テキスト代含む）

６　その他 原則として全課程に出席すること（講義は必須）

要約筆記とは耳の不自由な方のためのコミュニケーション保障手段のひとつです。

話し手の話の内容をつかみ、それを筆記して耳の不自由な人に伝えます。

ノートテイク・手書きＯＨＰ・パソコンＯＨＰがあります。

字を書くのが好きな人、ボランティアのできる人応募ください。

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

平成14年度 新規事業

受講生募集！！�要約筆記奉仕員養成講座�

※日程は変更することもあります。�

 月　日  時　　間  月　日  時　　間�

第１回 ６月14日 金 午前９時～正午 第10回 10月25日 金 午前９時～正午�

第２回 ６月21日 金 午前９時～正午 第11回 11月８日 金 午前９時～正午�

第３回 ７月12日 金 午前９時～正午 第12回 11月22日 金 午前９時～正午�

第４回 ７月26日 金 午前９時～正午 第13回 12月６日 金 午前９時～正午�

第５回 ８月４日 日 午後１時～４時 第14回 12月13日 金 午前９時～正午�

第６回 ８月23日 金 午前９時～正午 第15回 １月10日 金 午前９時～正午�

第７回 ８月30日 金 午前９時～正午 第16回 １月24日 金 午前９時～正午�

第８回 ９月13日 金 午前９時～正午 第17回 ２月14日 金 午前９時～正午�

第９回 ９月27日 金 午前９時～正午 第18回 ２月28日 金 午前９時～正午�

～申込み・問合せ～
岡谷市社会福祉協議会　��８１９４　 �２１２１
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